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鉱工業分野の暫定排水基準の見直しに係る検討結果 

 

１．検討の経緯 

海域における窒素に係る暫定排水基準のうち、鉱工業分野の天然ガス鉱業、バナジウム化

合物製造業及びモリブデン化合物製造業、酸化コバルト製造業については、それぞれの業種

において一般排水基準への対応が困難と認められるため暫定排水基準が適用されており、一

般排水基準の達成に向けて、技術検討会及び排水規制等専門委員会における排水濃度の低減

方策についての技術的助言及び検討等を踏まえ、暫定排水基準の見直し（案）や今後の低減

方策をとりまとめた。 

 

２．鉱工業分野に係る暫定排水基準について 

 鉱工業分野の各業種に係る暫定排水基準は、排水処理技術の有無・導入状況及び排出実態

等を考慮して設定している。 

 平成 25 年の見直しにおいては、引き続き一般排水基準への対応が困難と認められる４業

種について、平成 25年 10月から５年間、暫定排水基準の適用を延長した。 

 現在、暫定排水基準を適用している４業種を表にまとめると表１の通りである。 

 

表１ 鉱工業分野の窒素の暫定排水基準       （単位：mg/L） 

業種分類 

暫定排水基準値 

（H25.10～H30.9） 

許容限度 日間平均 

天然ガス鉱業 160 150 

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合

物製造業（バナジウム化合物又はモリブデン

化合物の塩析工程を有するものに限る。） 

4,250 3,500 

酸化コバルト製造業 400 120 

  

資料１－２ 
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３．排水濃度の実態把握及び暫定排水基準の見直し（案）について 

（１）各業種のピーク濃度、平均濃度等の実績 

１）天然ガス鉱業 

２つある事業場のうち１つの事業場は休止中のため、１つの事業場（A事業場）につ

いて、A事業場が自主的に測定した結果を表２、図１及び図２にまとめた。平成25年か

ら平成28年の間の排水中全窒素のピーク濃度、平均濃度はそれぞれ、145～151 mg/L、

134～136 mg/Lで、いずれの年においても暫定排水基準の値をそれぞれ下回っている。

しかしながら、一般排水基準は超過している。 

 

表２ 天然ガス鉱業A事業場における排水中全窒素濃度（ピーク濃度、平均濃度）、 

一般排水基準超過回数、測定日数 

A事業場 平成 25年※ 平成 26年※ 平成 27年※ 平成 28年※ 

ピーク濃度(mg/L) 147 145 151 149 

平均濃度(mg/L) 134 134 136 136 

一般排水基準超過回数 365 345 364 301 

測定日数 365 345 364 301 

※同年 10月から次年９月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 

 

 

図１ 天然ガス鉱業A事業場における排水中全窒素濃度の年度別推移 

※同年 10月から次年９月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 
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図２ 天然ガス鉱業A事業場における排水中全窒素の平均濃度の推移 
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２）バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 

  バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業については、４事業場(A事業場、 

B事業場、C事業場、D事業場)があるため、事業場毎に実績を示す。 

 

①バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 A事業場 

A事業場が自主的に測定した結果を表３、図３及び図４に示す。平成25年から平成28

年の排水中全窒素のピーク濃度、平均濃度はそれぞれ、3,096 mg/L～3,268 mg/L、

1,988 mg/L～2,232 mg/Lで、いずれの年においても暫定排水基準を下回っている。し

かしながら、一般排水基準は超過している。また、平成15年９月からの経年変化を見

ると、排水中の全窒素濃度が減少してきていることが分かる。 

 

表３ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業A事業場における排水中 

全窒素濃度（ピーク濃度、平均濃度）、一般排水基準超過回数、測定日数 

A事業場 平成 25年※ 平成 26年※ 平成 27年※ 平成 28年※ 

ピーク濃度(mg/L) 3,268 3,169 3,258 3,096 

平均濃度(mg/L) 2,232 1,988 2,147 2,169 

一般排水基準超過回数 100 126 132 115 

測定日数 100 131 132 115 

※同年 10月から次年９月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 

 

 

図３ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業A事業場における 

排水中全窒素濃度の年度別推移 

※同年 10月から次年 9月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 
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図４ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物業製造業A事業場における 

排水中全窒素濃度の経年推移(平成 15 年９月～平成 29 年９月) 
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②バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 B事業場 

B事業場が自主的に測定した結果を表４及び図５に示す。平成25年から平成28年の排

水中全窒素のピーク濃度、平均濃度はそれぞれ、697 mg/L～925 mg/L、325 mg/L～386 

mg/Lで、いずれの年においても暫定排水基準を下回っている。しかしながら、一般排

水基準は超過している。 

 

表４ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業B事業場における排水中 

全窒素濃度（ピーク濃度、平均濃度）、一般排水基準超過回数、測定日数 

 

※同年 10月から次年 9月の期間(平成 28年のみ平成 29年 7月まで) 

 

 

図５ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業B事業場における 

排水中全窒素濃度の年度別推移 

※同年 10月から次年 9月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 
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③バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 C事業場 

C事業場が自主的に測定した結果を表５、図６及び図７に示す。平成25年から平成28

年の排水中全窒素のピーク濃度、平均濃度はそれぞれ、4,108 mg/L～4,225 mg/L、 

2,075 mg/L～2,703 mg/Lで、いずれの年においても、暫定排水基準を下回っている。

また、平成15年９月からの経年変化を見ると、排水中の全窒素濃度が減少してきてい

ることが分かる。しかしながら、一般排水基準は超過している。 

 

表５ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業C事業場における排水中 

全窒素濃度（ピーク濃度、平均濃度）、一般排水基準超過回数、測定日数 

 

 

 

 

 

 

 

※同年 10月から次年 9月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 

 

 

図６ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業C事業場における 

排水中全窒素濃度の年度別推移 

※同年 10月から次年９月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 
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図７ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物業製造業C事業場における 

排水中全窒素濃度の経年推移(平成 15 年９月～平成 29 年９月) 
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④バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 D事業場 

D事業場が自主的に測定した結果を表６及び図８に示す。平成25年から平成28年の排

水中全窒素のピーク濃度、平均濃度はそれぞれ、110 mg/L～179 mg/L、3～7 mg/Lでい

ずれの年においても、暫定排水基準を下回っている。 

（本事業場については別工場へ製造を移転中で、近年中に完全移転の予定。） 

 

表６ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業D事業場における排水中 

全窒素濃度（ピーク濃度、平均濃度）、一般排水基準超過回数、測定日数 

D事業場 平成 25年※ 平成 26年※ 平成 27年※ 平成 28年※ 

ピーク濃度(mg/L) 169 165 179 110 

平均濃度(mg/L) 6 7 7 3 

一般排水基準超過回数 16 14 10 2 

測定日数 50 50 50 43 

※同年 10月から次年 9月の期間(平成 28年から平成 29年 7月まで) 

 

 
図８ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業D事業場における 

排水中全窒素濃度の年度別推移 

※同年 10月から次年９月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 
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３）酸化コバルト製造業 

A事業場が自主的に測定した結果を表７、図９及び図10に示す。平成25年から平成28

年の排水中全窒素のピーク濃度、平均濃度はそれぞれ、182 mg/L～298 mg/L 、61 mg/L

～76 mg/Lで、いずれの年においても暫定排水基準を下回っている。しかしながら、一般

排水基準は超過している。また、平成16年４月からの経年変化を見ると、排水中の窒素

濃度が減少してきていることが分かる。 

 

表７ 酸化コバルト製造業A事業場における排水中全窒素濃度（ピーク濃度、 

平均濃度）、一般排水基準超過回数、測定日数 

A事業場 平成 25年※ 平成 26年※ 平成 27年※ 平成 28年※ 

ピーク濃度(mg/L) 298 182 184 263 

平均濃度(mg/L) 63 61 66 76 

一般排水基準超過回数 28 8 10 10 

測定日数 341 327 348 274 

※同年 10月から次年 9月の期間(平成 28年のみ平成 29年 7月まで) 

 

 

図９ 酸化コバルト製造業A事業場における排水中窒素全濃度の推移 

※同年 10月から次年 9月の期間(平成 28年のみ平成 29年７月まで) 
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図 10 酸化コバルト製造業A事業場における排水中アンモニア性窒素濃度の 

推移(平成 16年 4月～平成 29年 7月) 

 
※A事業場の排水中に含まれる窒素のほとんどがアンモニアであること、また、
経年変化をみるため長期にわたりデータのあるアンモニア性窒素濃度の推移
を示した。  

0

200

400

600

800

1000

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

2
月

6
月

1
0
月

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

m
g

/L

ピーク濃度(mg/ℓ）

平均濃度(mg/ℓ）

一般排水基準(許容限度)
120 mg/L

一般排水基準(日間平均)
60 mg/L

暫定排水基準(許容限度)
平成15年10月～平成20年9月900 mg/L
平成20年10月～平成25年9月550 mg/L
平成25年10月～平成30年9月400 mg/L

暫定排水基準(日間平均)
平成15年10月～平成20年9月750 mg/L
平成20年10月～平成25年9月300 mg/L
平成25年10月～平成30年9月120 mg/L

H25 .10以降の
日間平均の最大値
109 mg/L



12 
 

（２）各業種における取組状況及び暫定排水基準値見直し（案） 

（各業種における取組状況の詳細は各別紙参照） 

１）天然ガス鉱業（詳細は別紙１） 

○ 対象物質：全窒素 

 

○ 取組状況： 

    A事業場では、天然ガス産出の際に同時に採取しなければならないかん水中に窒素が

含まれているため、これまで様々な排水処理技術の導入可能性の検討を行ってきた。

その中で、実用可能なアナモックス法を採用し、パイロットテスト装置を制作し、運

転条件の調整等を実施。その後、実用設備を制作し、定格稼動に向けて取組を進めて

いるところである。 

平成 29年 11月から立上げ運転を開始し、平成 30年８月下旬を目途に、段階的に定

格稼動まで引き上げているところである。 

 

 ○ 暫定排水基準値見直し（案）： 

    暫定排水基準値については、これまでに設定当初の許容限度 200 mg/L、日間平均 180 

mg/Lから現在の 160 mg/L、150 mg/Lまで引き下げている。直近５年のピーク濃度とし

ては 151 mg/L、平均濃度の最大値は 136 mg/Lを計測している。一方で、A事業場の排

水処理について、これまでに様々な技術の導入可能性を検討したが、いずれの方法に

も問題があることが明らかとなっており、アナモックス法を導入しない限り、一般排

水基準の達成は困難と考えられる。一般排水基準達成に向けては、A事業場では現在、

アナモックス処理設備を設置し、定格稼動に向けた取組を進めているが、かん水への

アナモックス法適用は、世界的に例がないことから、処理設備の安定稼動までには、

一定の時間が必要となると考えられる。また、季節変動の影響、バックアップの種汚

泥の準備などの課題が残されており、まだ不確実な要素がある点については留意が必

要であり、アナモックス処理設備の安定稼動に向けた取組を着実に進めていくことが

重要である。 

これらの対応を進める期間として暫定排水基準の適用期限は３年間延長し、基準値

は、当該事業場の平成 25 年 10 月から平成 29 年９月までの間のピーク濃度が 145～

151 mg/Lであることを踏まえ、現行のものを維持することが適当と考えられる。  
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２）バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業（詳細は別紙２） 

○ 対象物質：全窒素 

 

○ 取組状況： 

   バナジウム化合物及びモリブデン化合物の製造工程でアンモニウム塩を使用するため、

アンモニアストリッピング装置を導入し、排水中における全窒素の平均濃度を削減してき

た。現在は、主にアンモニアストリッピング装置の長期連続稼働に向けた工程の見直し及

び閉塞物質の除去方法の検討並びに回収した化合物の販路拡大に向けた取組を行ってい

る。今後も引き続き、アンモニアストリッピング装置の連続稼働日数の向上を図る取組等

を実施予定。 

 

○ 暫定排水基準値見直し（案）： 

  暫定排水基準値については、これまでに設定当初の許容限度 26,000 mg/L、日間平均

17,000 mg/Lから、現在の 4,250 mg/L、3,500 mg/Lまで引き下げている。直近５年のピー

ク濃度としては、4,225 mg/L（C事業場）、平均濃度の最大値は 2,703 mg/L（C事業場）を

計測している。一方、窒素濃度の低減に向けては、アンモニアストリッピング装置の安定

的な長期稼働を実現することが重要であるが、装置の閉塞など、現状では技術的に解決が

困難な課題がある。 

また、各事業場とも、業種の性質上、現時点では代替可能な原料を選択できる状況にな

く、さらに、各事業場の回収物に技術的に解決困難な要因により不純物が含まれ、現状で

は外部販路を開拓するに至っていないことも考慮する必要がある。 

以上を踏まえ、暫定排水基準の適用期間については、５年間延長することが適当と考え

られる。また、基準値については、最も排水濃度が高いC事業場において、平成 28 年 10

月から平成 29年９月までの間のピーク濃度が 4,108 mg/Lであり、平成 28年 10月から平

成 29年９月までの間の日間平均の最大値が 3,200 mg/L程度であること、また、事業者ヒ

アリングによる今後の取組等を踏まえ、現行の基準値から強化し、許容限度 4,100 mg/L、

日間平均 3,100 mg/Lとすることが適当と考えられる。  
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３）酸化コバルト製造業（詳細は別紙３） 

 ○ 対象物質：全窒素 

 

 ○ 取組状況： 

   A事業場では、酸化コバルトの製造工程で窒素（硫酸アンモニウム）を含む排水が発生

し、その中には低濃度の窒素を含む排水も生成される。この液を含めてアンモニアストリ

ッピング装置に投入すると、当該装置内のアンモニア濃度が低下し、安定稼働させること

ができない状況である。 

現在、光学発光分析法を利用した窒素自動測定装置を設置し、設定値以上の排水が出

た際に手動で回収槽に回収できるシステムを導入する等の対策を実施している。 

今後は、排水槽を遮断して排水基準値を超過する排水を自動で回収し、濃度を平準化す

るシステムを２年で構築することを計画し、その後の３年で検証及び改善を行い、操業を

安定化させ、これらの取組により、一般排水基準達成を目指すこととしている。 

 

 ○ 暫定排水基準値見直し（案）： 

暫定排水基準値については、これまでに設定当初の許容限度 1,800mg/L、日間平均

1,400mg/Lから、現在の 400 mg/L、120 mg/Lまで引き下げている。直近５年のピーク濃度

としては、298 mg/L、平均濃度の最大値は 76 mg/Lを計測している。 

 現状において、アンモニアストリッピング装置での低濃度排水の処理は困難である。ま

た、事業者が、排水槽を遮断して設定値を超過する排水を自動で回収し、濃度を平準化す

るシステムについて、当該システムの構築から操業の安定化までのスケジュールを踏ま

えると、暫定排水基準の適用期限を５年間延長することが適当と考えられる。 

その際の基準値は、平成 25 年度から平成 28 年度のピーク濃度が 298 mg/Lであり、日

間平均の最大値が 109 mg/Lであること、また、事業者ヒアリングによる今後の取組等を

踏まえ、現行の基準値から強化し、許容限度 300 mg/L、日間平均 100 mg/Lとすることが

適当と考えられる。  
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（別紙１） 

天然ガス鉱業の取組状況 

対象物質：全窒素 

これまでの取組実績 今後の取組予定等 

【A事業場】 

・ 平成 27 年にアナモックス法のパイロッ

トテスト装置立上げ後、運転条件を調整

しながら連続通水による制御運転を実

施。また、汚泥の沈降性改善試験を実施。

その結果、安定的に１年以上の窒素除去

処理の実績が得られた。 

・ 実用設備立上げでは一定量の種汚泥を

確保するためパイロット装置からの定

期的な複合汚泥引き抜きにより調達す

る必要があり、汚泥の保存条件検討のた

め実験を平成 27年に実施。その結果、６

ヶ月保存可能な結果が得られた。 

・ アナモックス実用設備を製作し、平成 29

年６月～８月で現地設置工事、９月～10

月で試運転を実施。 

【A事業場】 

・ 本格稼働を行いながら、季節変動によ

る水温と処理能力の実態、アナモック

ス設備停止時の対処方法、各所トラブ

ル対応、設備改造等を行いながら安定

稼働技術を構築していく予定。 

・ 平成 30年８月下旬を目途に、段階的に

定格稼働まで引き上げる予定。 

・ 排水処理溶液の pH低減や原かん水処理

の適用による処理コストの削減、高温

耐性菌の利用等を検討予定。 

※（別紙１）から（別紙３）については、各業種ごとに、順にA事業場、B事業場、C事業場･･･と名称 

をつけている。 
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（別紙２） 

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業の取組状況 

対象物質：全窒素 

これまでの取組実績 今後の取組予定等 

【A事業場】 

・ 平成 26年 12月、塩析反応槽のスケー

ルアップを実施。 

・ 平成 27年、塩析反応槽のスケールアッ

プ効果及び反応速度制御による塩析試

験を実施。 

・ 処理原液の pHを変化させ、閉塞原因物

質(マグネシウム)を MAPとして除去す

るビーカー試験を実施。その結果、マ

グネシウムの除去は可能であるが、連

続的に行うにはリンの添加量の制御が

困難であるため検討を中断。 

・ イオン交換樹脂によるマグネシウムの

除去を検討したが、設置場所の制限及

びランニングコスト等の問題のため検

討を中断。 

・ 水酸化マグネシウムで析出させフィル

タープレスでの除去を検討したが、悪

臭問題や設置場所の制限により検討を

中断。 

・ 精製工程を変更し、ストリッピング処

理液中のマグネシウム濃度を低減。 

・ 塩析条件の最適化により、ストリッピ

ング処理原液中の窒素濃度を低減。 

 

【B事業場】 

・ アンモニアストリッピング装置の閉塞

の要因となり得る原水中の不純物（マ

グネシウム）の除去試験の実施。その

結果、連続稼働時間が延長し、窒素回

収量が増加。 

・ アンモニアストリッピング法の断続的

な連続運転の実施。 

・ バナジン酸アンモニウムの塩析時に使

用する固形塩化アンモニウムの一部を

回収塩化アンモニウム溶液に変更して

の塩析実験を実施。その結果、20%の添

加までは問題ないという実験データが

【A事業場】 

・ アンモニアストリッピング法の工程条

件の最適化し、更なるマグネシウム濃

度の低減を目指す。 

・ 熱交換器の間欠洗浄運転の自動化を検

討。 

・ アンモニアストリッピング装置の長期

連続稼働時における閉塞状況の調査と

その他不具合の確認。 

・ バナジウム塩析条件の見直し(塩化アン

モニウム溶液の投入速度等)と最適化を

実施。 

・ バナジウム生成過程の見直し(結晶化の

制御)。 

・ 抽出液精製工程の条件見直しによるバ

ナジウム・モリブデンの収率低下の低

減と不純物の除去効率の向上を検討。 

 

 

 

 

 

 

 
【B事業場】 

・ アンモニアストリッピング装置の長期

運転を行った場合の問題点の洗い出

し。 

・ 苛性ソーダや燃料の過剰消費をしない

ようアンモニアストリッピング装置の

運転の適正化を検討し、ランニングコ

ストを抑える。 

・ 回収塩化アンモニウム溶液の使用量増

加試験を実施し、再利用率の向上を目

指す。 

・ 原料中の不純物の除去方法の検討。 

・ 工程液の高濃度処理を実施。 
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得られた。 

・ 設備の改造や機内洗浄方法の見直しを

行い、平成 25 年に高濃度抽出技術を確

立し、平成 25年以前と比べ 15～20%のバ

ナジウム、モリブデンの高濃度化が可能

になった。 

・ 流量のばらつきを抑えるため、平成 23年

12 月、平成 26 年 9 月にストックタンク

を２基設置。その結果、工程排水流量の

ばらつきは改善された。 

・ 硫酸アンモニウム溶液の販売先を探し、

活性汚泥の栄養源として販路を確保。 

 

【C事業場】 

・ 平成 27 年、アンモニアストリッピング

装置の閉塞原因物質のニッケルを事前

に除去するため、硫化物による沈殿除去

のテストを実施。その結果、ビーカー試

験では、99％のニッケルの除去に成功。

しかし、実証試験を実施したところ、回

収アンモニア水に硫化物が混入し、出荷

が停止。 

・ 過剰の硫化物イオンが入った場合のス

トリッピング工程でのアンモニア水側

への影響を調査。その結果、硫化物処理

の工程において pH を制御することによ

りストリッピング後のアンモニア水へ

の硫化物イオンの混入を防止できるこ

とが判明。 

・ 販売先の安定的な確保のために他の販

売先を引き続き探す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【C事業場】 

・ アルカリ薬剤等の使用量の適正化によ

り、アンモニアストリッピング装置の

稼動日数の向上を目指す。 

・ アンモニアストリッピング装置の安定

稼働を進めていくことで、アンモニア

水自家消費率を 100％にしていくことを

目指す。 

・ ニッケルを事前に除去できるよう条件

を検討。 

・ アンモニア水ではなく、硫酸アンモニ

ウム溶液としての販売を検討。 
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（別紙３） 

酸化コバルト製造業の取組状況 

対象物質：全窒素 

これまでの取組実績 今後の取組予定等 

【A事業場】 

・ 平成 25 年１月、５分間毎に測定できる

化学発光分析装置を第１槽に設置し、設

定値以上の排水が出た時に手動で回収

槽に回収できるシステムを検討。その結

果、平成 29年９月、手動で回収槽に回収

するシステムを導入し、まだ完全ではな

いが設定値以上の排水が出た時に外部

への流出を防ぐ対応が可能になった。 

・ 連続で測定できるアンモニアセンサー

を第１槽に設置し、紫外線吸光光度法と

化学発光光度法の両測定器の値と相関

が取れるかを検証。その結果、平成 29年

１月からの操業で、アンモニアセンサー

と他の測定器との相関が取れる事を確

認。 

・ 不安定になり易いアンモニアストリッ

ピング装置の始動と停止を自動で運転

できるシステムを導入した結果、始動時

と停止時の操業が安定。 

・ 今まで放流していた水洗水の高濃度の

部分を原料水として使用する対策が整

い、高濃度部分の排水量を抑えることに

成功。 

・ 平成 29年９月、回収タンクを増設。 

【A事業場】 

・ 平成 31年度までに第１槽の既存のアン

モニアセンサーに加え、もう１台同じ

場所にアンモニアセンサーを新規に設

置。２台の数値の相関を取る事によ

り、センサーが故障した場合に対処す

るシステムを構築。 

・ 平成 31年度までに、第４槽にも、アン

モニアセンサーを新規に設置し、連続

測定を可能にする。 

・ 平成 31年度までに、上記の第１槽のア

ンモニアセンサーが設定値以上の排水

を検知した場合の回収槽への自動回収

システムを構築。 

・ 平成 32年度から平成 34年度の間に検

証、改善を実施。 
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（別紙４） 

表１ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業における 

前回の暫定排水基準見直し以降の取組による改善状況 

A事業場 
前回見直し 

（平成 25年９月)以前 
平成 29年度 

アンモニアストリッピ

ング装置連続稼動日数 
連続３日間 連続 14日間 

アンモニアストリッピ

ング装置による窒素回

収量 

10 t（窒素換算） 30 t（窒素換算） 

回収物の再利用割合 
固形塩化アンモニウム

投入量の約５％未満 

固形塩化アンモニウム 

投入量の約 30％ 

回収物の再利用量 10 t（窒素換算） 30 t（窒素換算） 

バナジウム・モリブデ

ンの高濃度抽出 
- 

前回と比較して 

約 5～10％高濃度化 

閉塞物質の濃度 
マグネシウム濃度 

約 200～300 mg/L 

マグネシウム濃度 

約 150～200 mg/L 

回収物の外販量 - - 

 

B事業場 
前回見直し 

（平成 25年９月)以前 
平成 29年度 

アンモニアストリッピ

ング装置連続稼動日数 
連続３日間 連続７日間 

アンモニアストリッピ

ング装置による窒素回

収量 

10 t（窒素換算） 30 t（窒素換算） 

回収物の再利用割合 
固形塩化アンモニウム

投入量の約５％ 

固形塩化アンモニウム 

投入量の約 20～30％ 

回収物の再利用量 10 t（窒素換算） 30 t（窒素換算） 

バナジウム・モリブデ

ンの高濃度抽出 
- 

前回と比較して 

約 15～20％高濃度化 

閉塞物質の濃度 - - 

回収物の外販量※ 50 t（窒素換算） 90 t（窒素換算） 

※アンモニアストリッピング法ではなく、製品の精製時で回収される回収物の外販量 
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C事業場 
前回見直し 

(平成 25年９月)以前 
平成 29年度 

アンモニアストリッピ

ング装置稼動日数 
年間 117日 年間 193日 

アンモニアストリッピ

ング装置による窒素回

収量 

394 t（窒素換算） 475 t（窒素換算） 

回収物の再利用量 288 t（窒素換算） 310 t（窒素換算） 

バナジウム・モリブデ

ンの高濃度抽出 
- - 

閉塞物質の濃度 - - 

回収物の外販量 106 t（窒素換算） 165 t（窒素換算） 
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表２ バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業における 

５年後の窒素濃度低減に向けた数値目標 

A事業場 平成 29年度 ５年後の目標 

回収物の再利用割合 
固形塩化アンモニウム 

投入量の約 30％ 

固形塩化アンモニウム 

投入量の 40～90％ 

バナジウム・モリブデ

ンの高濃度抽出 

平成 25年９月以前と比較

して約 5～10％高濃度化 

平成 29年と比較して 

約 15～20％高濃度化 

閉塞物質の濃度 
マグネシウム濃度 

約 150～200 mg/L 

マグネシウム濃度 

約 100～150 mg/L 

 

B事業場 平成 29年度 ５年後の目標 

回収物の再利用割合 
固形塩化アンモニウム 

投入量の約 20～30％ 

固形塩化アンモニウム 

投入量の 80％以上 

バナジウム・モリブデ

ンの高濃度抽出 

平成 25年９月以前と 

比較して約 15～20％程度

高濃度化 

平成 25年９月以前と 

比較して約 40％程度 

高濃度化 

アンモニアストリッピ

ング装置連続稼動日数 
連続７日間 連続１ヵ月 

 

C事業場 平成 29年度 ５年後の目標 

アンモニアストリッピ

ング装置稼動日数 
年間 193日 年間 220～240日 

 

 

 

 


